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公共料金等審議会  

議事録 

日時 場所 

平成２８年 6 月 3 日（金）18:00-18:20 役場２階応接室 

 

出席者 

委員 横山健治会長   長屋慶治副会長 斉藤清盛委員 藤谷佐智子委員 

 堀川晶令委員 佐藤唯人委員 村井敦史委員 中田慎也委員 

 横内幸一委員    

事務局 松岡産業部長 榎本水道課長 丸子総務係長 河合主事 

 乙間事業係長 森主事   

     
 

構成員数 平成 28 年 5 月 25 日 現在 13 名 出席者数 9 名 
 

議題（水道料金改定について） 

(1) 諮問事項 

  ・水道料金の改定について 

・水道料金の改定時期について 

(2) 答申事項の検討 

議事内容/結果 

１．諮問事項の検討 

(1)第１回審議会の議事録の確認について 

（2）各委員より質疑 

   （別紙のとおり） 

 

２．答申事項の検討 

(1)料金改定について → 諮問どおりとする。 

(2)改定時期について → 諮問どおりとする。 

(3)その他      → ①答申書には審議会で出された意見をまとめ付帯意見をつける。 

②答申書の作成は、会長・副会長へ一任し、来週中に町長へ答申する。 
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別紙  

質疑等 

質疑・ご意見等 応答 

会長） 

再質問やご意見あれば承りたいと思います

がいかがでしょうか。前回、ご欠席となった

方などいかがでしょうか。 

 委員 10 さんいかがでしょうか？ 

 

委員 10） 

委員６さんのほうからもあったと思います

が、会社のほうに、事前説明頂いた時に、企

業年度の途中から、水道料金の変更というの

はなかなか厳しいというお話をさせて頂きま

した。それは今もそう思っています。意見と

して言わして頂きたいと思います。 

 

会長） 

町として、意見は伺っておくということ

と、答申の中に反映していくということで、

そういうことでいかがでしょうか？ 

 

委員 10） 

はい。背景等々も、管内で一番安価で水道

を供給頂いていたことも説明頂いて重々承知

している部分もありますので。 

 

会長） 

難しい点もあるかと思いますが、そのよう

な事で答申等考えていきますのでご理解頂く

という事でお願いしたいと思います。 

 その他、いかがでしょうか。 

 

（意見なし） 
 

会長） 

それでは、来週、答申するよう、答申書に

ついては、会長に一任頂き、細かいことは会

長と事務局とで詰めていくということでいか

がでしょうか？ 

 

 

はい 
 

会長） 

そういうことで事務局はよろしいですか？ 

 

町２） 

はい。 

町１） 

有難うございます。今、色々お話をお伺い

しました。説明会の時にもお話しをお伺いし

ておりましたが、水道会計上の部分でどうし

てもご理解頂かなければいけないことも多々

ございます。意見としては、水道事業はこれ

からも未来永劫続けていかなければならない

ので、ご意見を踏まえた形で取り組む必要性



－ 3 － 

質疑・ご意見等 応答 

があると考えております。現段階でご理解頂

いたことに感謝申し上げます。 

諮問の 2 つの部分、改定率のこと、改定時期

についてのこと、この 2 つの事については、

頂いたご意見を元に、会長が取りまとめ、諮

問どおり答申頂くということで、意見を集約

頂いたという事で有難うございます。あと、

他の部分で、意見があれば頂きたいと思いま

す。今までもそうだったのですが、諮問につ

いてはいいですよ、ただし、これからの事に

ついて何か意見があれば付帯するものとして

あれば、必ずつけなければならないものでは

ありませんが、いつも、１・２点ありますの

で、もしあれば意見交換して頂ければと思い

ます。最終的には、会長・副会長とこちら

（事務局）で協議しながら進めさせて頂きた

いと思います。 

町２） 

参考までに、前回（ H26 ）と前々回

（H19）の答申書をお配りさせて頂きます。

いずれも、付帯意見として 3 点ほどあります

のでご報告申し上げます。 

会長） 

次の答申に活かされるものですので、何か

あればご意見頂きたいと思いますが、いかが

でしょうか？ 

 

委員５） 

企業年度の部分では？ 

町１） 

入れるとしたら、企業・団体の状況を勘案

してなどの表現になるかと思いますが、ちょ

っと個別的かなと。会計全体の事や、改定前

に事前の周知を図ることや、改定は計画的に

など、全体的な表現になるのかなと思いま

す。 

委員４） 

今の振り込み（納付書納入）は、金融機関

のみで、コンビニなどが使えない。土曜日、

日曜日に払いたいと思っても、払えない。も

し、コンビニでも使えるようになれば、もし

かしたら、水道料金の未収の改善にも繋がる

のではないかなと思います。 

町２） 

 今、水道料のみならず、役場全体の料金な

どについて、コンビニでの支払いについて検

討中で、H29 年度を目途に実施をさせて頂く

よう進めているところです。利便性の向上

が、ひいては収納率の向上に繋がるのではな

いかと考えています。 

町１） 

 今、現段階で進めていますので、答申に盛

り込むとすれば、納めやすい仕組みを構築

し、未収金を減らするという表現になるのか

なと思います。 
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質疑・ご意見等 応答 

会長） 

 いい意見、有難うございました。 

その他、何かございませんか。 

もしなければ、このように答申しまして、

皆さんには、後日文書で事務局から報告して

もらいますので、それでよろしいでしょう

か？ 

 

委員） 

はい。 

 

会長） 

それでは終了したいと思いますが。 

町１） 

最後に、一言ご挨拶申し上げます。2 回に

渡りまして開催頂きまして有難うございま

す。私どもも、出来れば料金改定は避けて通

りたいなとは思いながらも、現状を踏まえた

ときには、どうしても、水道事業を中断する

ことにもなりませんし、事業を継続させるた

めの手段としてご理解を頂くということで説

明もさせて頂き、町民の皆様の代表というこ

とで、審議会においてもご審議頂きました。

審議して頂いた結果、諮問どおりの答申、ま

た、付帯意見についても会長にご一任をさ

れ、会長、副会長、事務局で答申書について

まとめ、来週、進めたいと思います。そのこ

とについては、委員の皆さんにその写しを送

付し、この審議会の最終的な決着をみるとい

うことになると思います。今回の審議会では

会長の仕切りで進めて頂いたことに感謝申し

上げます。今後も、水道事業にご理解とご協

力をお願い申し上げまして、一言ご挨拶とさ

せて頂きます。有難うございました。 

会長） 

それでは以上で終了いたします。 

 

 

 


